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Ⅰ はじめに 

 

 平成２７年国勢調査の確定値によると、我が国の総人

口は、大正９年（１９２０年）の調査開始以来、はじめ

て減少に転じた。地方創生が声高に叫ばれる中、岐阜県

をはじめ、多くの道府県の人口は右肩下がりに減少して

いる一方で、東京圏への人口集中はとどまるどころか、

一貫して増加しているのが我が国の現状である。  

 拡大し続ける東京圏への人口の転入超過。その大半は、

１５歳から２９歳の若者である。進学時に東京圏へ流出

した若者人口を、就業時に地方へ還流させることは容易

ではない。次代の地方創生を担う貴重な若者人口が、東

京圏へとますます集中し、地方の、特に中山間地では、

著しい速度で少子高齢化、過疎化が進んでいる。  

 このような状況下において、地方創生対策特別委員会

では、「現場主義」を主眼に、県内外の地方創生の先進事

例を調査すべく、現地へ赴き、中心となって取り組んで

いる方と意見交換し、あるいは、地域の課題解決に向け

尽力されている方を招致するなど、２年間にわたり、議

論を重ねてきた。  

 今般、これまでの委員会の調査及び委員による検討を

踏まえた結果について提言する。  

無論、地方創生は一朝一夕になるものではない。この

提言を県政に反映し、息の長い取組みが展開されること

を期待するものである。  
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Ⅱ 提言のポイント 

【総 論】  

  地方創生、地域創造を阻むものは「担い手不足」で

ある。県は、あらゆる分野における「人材の育成・確

保」、人が活動しやすい「環境整備」に努めるべきであ

る。  

 

 ○持続可能な地域とするために、地域リーダーの「後

継者」育成を推進  

 

○生業として成り立つ農林水産業とするために、意欲あ

る担い手の育成、思い切った環境整備を推進  

 

○地域の課題解決のために、高校生が自ら考えるキャリ

ア教育を充実  

 

○６次産業化を持続的なものとするために、支援制度を

見直し、補助金に頼らない企業体の育成を推進  

 

○地域に産業と人材を呼び込むために、職住共存の環境

整備を推進  

 

○地域資源を守り、育て、発展させるために、地域振興、

観光振興、文化振興、まちづくりを包括的に推進  

 

○移住の促進、若者の流出抑制のために、仕事を生み出

すことができる環境整備を推進  
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Ⅲ 提  言 

１ 地域を支える人づくり  

（１）地域の核となる人材の育成・確保  

   人口減少や超少子高齢化の進行を織り込みながら、

将来にわたって持続可能な地域としていくためには、

自立的な地域づくりを実践できる仕組みを構築する

必要がある。  

   そのためには、地域を主導し、地域づくりを実践

できる、地域の核となる人材「地域リーダー」の育

成・確保が不可欠である。  

   地域リーダーに求められる資質は、地域との合意

形成能力や地域経営能力など多岐に渡ると考えられ

るため、まずは、地域間の連携や人的な交流の促進、

横断的な地域の課題の話し合いが重要であり、県と

しても、市町村と連携しながら、サポート体制を充

実していく必要がある。  

   また、地域リーダーの後継者育成も急務である。

優れたリーダー（いわゆるカリスマリーダー）によ

り引っ張られ、活動してきた地域団体やＮＰＯ法人

など各団体の組織においては、リーダーの引退を期

に、活動が縮小していく例も見受けられる。これは

ひとえに、後継者育成を組織自体が怠ったことと、

組織全体が高齢化したことによるものである。  

   従って、行政として、地域リーダーの育成にとど

まらず、既存組織の後継者育成体制も支援していく

ことが必要であり、今後の大きな課題となり得るも

のである。  
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  【調査事例】  

   ・自立的な地域づくりの先進事例として、柳谷自

治公民館、通称「やねだん」を視察。鹿児島県

鹿屋市にある約３００人の集落である同地域で

は、高齢化と人口減少が進む中、休耕地を活用

したさつまいも栽培やオリジナル焼酎の販売等

により、集落自らが稼ぎ、獲得した自主財源か

ら、空き家を改装した交流拠点の整備など、集

落の生活サービスや福祉等の充実を図っている。 

 

   ・未来型の働き方や過疎地におけるまちづくりの

先進事例として、徳島県名西郡神山町で活動す

る「ＮＰＯ法人グリーンバレー」を視察。「創造

的過疎」と銘打ち、過疎化の現状を受け入れつ

つ、数ではなく内容を改善する取組みとして、

光ファイバー網が発展している徳島県の環境を

活かし、都市部（東京都など）にある企業のサ

テライトオフィスを誘致する活動などの「神山

プロジェクト」を展開している。  
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（２）農林水産業の担い手の育成・確保  

   生業としての農業や林業などの新たな担い手を育

成・確保し、その後の定着を図っていくためには、

経営における将来見通しの不透明感や地域における

孤立化などの課題を解決し、意欲ある新たな担い手

が、農林水産業に安心して参入し、将来に向かって

夢を実現できるよう、環境を整備していく必要があ

る。  

   また、担い手の育成・確保においては、関係する

複数の団体が存在するが、サポート体制を充実して

いくためには、それらの団体間の連携を強化してい

くことも重要である。県、市町村、関係団体及び農

林水産業者などが連携をより密にし、新規参入の体

制整備及び経営定着の支援を図っていく必要がある。 

   更には、将来が見通せ、稼ぐことができる農林水

産業を目指し、担い手や産地と、農林水産物の取扱

業者や消費者とをつないでいく支援も大切である。  

   昨年、第１９回全国農業担い手サミット in ぎふは

全国から多くの農業関係者の参加を得て成功裡に閉

幕した。県では、サミットを受けて、今後５年間で

２ ,０００人の農業担い手を増やしていくとしてい

る。  

   しかし、何のために農業の担い手を増やすのかを、

改めて確認する必要がある。誰でもよいので農業人

口（移住者を含め趣味的に農業をやる人も含む。）を

増やすのか、他分野から参入し農業を生業とする「起

業家」＝「企業」を育成するのか、農家の後継者（農

業廃業の防止）を対象に担い手を増やしていくのか、

あるいは農地保全を主目的に担い手を増やすのか。

主たるターゲットをどこに定め、担い手を増やして

いこうとしているのか検討を要する。  
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   併せて、継続的に農業を生業とする担い手の育成

を行うには、農業による収入確保のための道筋を示

すことが必須である。収入が確保できないから担い

手が不足している現状を直視し、稼ぎ出せる農業を

実現するための仕組みを、訴求していくことが求め

られる。  

   また、これらのことは農業だけでなく、林業及び

アユを中心とした水産業にも言えることである。森

林及び河川環境の保全と活用（産業化）を両輪に、

担い手不足と連動する収益確保の方策（生産加工の

効率化、販売の促進等）を一層進める必要がある。  

   地域創生に必要なことは、地域において自らの力

で「稼ぐことができること」である。つまりは、行

政として、個人であれ企業体であれ、生業としてや

っていこうという意欲ある担い手を育成するととも

に、生業として成り立つような環境整備（道路整備、

販路拡大、設備投資等への融資、規制緩和など）を

進め、担い手の自立を支援する取組みが求められる。 

 

  【調査事例】  

   ・農業の担い手育成・確保の先進事例として、「豊

田市農ライフ創生センター」を視察。高度成長

期に大量移住してきた世代が定年を迎え、退職

後の生きがい創出が課題となる中、遊休農地の

活用も兼ね、新規就農希望者に対し、農作物栽

培技術研修や農地をつなぐ取組みを展開してい

る。  

 

   ・林業の担い手育成・確保の実践事例として、「恵

南森林組合」のタワーヤーダの現場を視察。次

世代型林業架線技術を導入し、林業の生産性の

向上に取り組んでいる。  
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（３）郷土の未来を支える人材を育むキャリア教育  

   高等学校は、高度な普通教育や専門教育を施すの

みならず、地域の将来を支える人材を育成する役割

を担う機関でもあることを再認識することが必要で

ある。  

   「岐阜県人口ビジョン」によると、本県の転入及

び転出者数は、平成１７年（２００５年）以降、県

外への転出超過が続いている。転出超過の主な理由

を見てみると、１０歳から１９歳においては学業上

の理由、２０歳から２９歳においては職業上の理由

となっている。  

   当然のことながら、次代を担う若者が、自らの夢

を実現するために、また、知識や見聞を広げる意欲

を持って、県外の大学等への進学を希望することを

否定するものではない。  

   しかしながら、高等学校における「ふるさと教育」

の目的は、小中学校で行うような郷土の成り立ちや

偉人などについて学ぶことのみではなく、高校生を

地域の一員として迎え、地域の課題をともに解決す

るパートナーとして位置付けることである。  

   将来を担う高校生が社会の仕組みや地域の課題を

知り、解決のための道筋を自らの目で確かめ、話を

聞き、考えを探ることができるようなキャリア教育

を取り入れ、各校が地域活性化の一翼を担う機関と

しての認識を持ち、地域住民や県内の企業などとの

連携をより密にしながら、教育活動を展開する必要

がある。  

 

  【調査事例】  

   ・可児高等学校の地域課題解決型キャリア教育の

実施報告を受け、協議をするため、同校関係者
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を参考人として招致。地域の課題に対する若い

世代の関心を高め、地域に貢献する次世代人材

の育成に取り組んでいる。  
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２ 地域を発展させる成長産業づくり  

（１）農林水産業の成長産業化  

   農林水産業の振興は、地域が活力や環境などを保

持し、発展していくために大変重要であるが、担い

手の減少や高齢化、経済のグローバル化に伴う産地

間競争の激化など、取り巻く環境は厳しさを増して

いる。  

   そのため、地域が持つ農林水産資源のブランド力

の向上や、農林水産業の６次産業化の促進が必要で

ある。  

   それとともに、県産品の需要拡大をめざし、国内

外における販路を開拓するとともに、収益性の向上

を図る取組みも必要である。  

   第１次産業における６次産業化は既に始まってい

る。農産物の生産だけでなく、加工・販売を通して

付加価値を付けブランド化し、高値で都市住民に購

入してもらおうと県内各地で活動が活発であり、県

においても支援している。しかしながら、補助金頼

みであったり、消費者の需要を考慮しない商品開発

や価格設定であるなど、必ずしも成功しているわけ

ではない。  

   これからは単に６次産業化という言葉に踊らされ、

設備投資し、あまり売れない商品を開発するのでは

なく、活動を行っている団体等に、真に継続して生

産し販売できるだけの人力、財政力、企画力が備わ

っているのか検証する必要があり、また、補助金に

頼らない企業体の育成が必要である。  

   県においても、清流の国推進部、商工労働部、農

政部など各部から市町村をはじめとする関係団体を

通じ、６次産業化を進めるための補助金制度や商品
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の認定制度を設けているが、果たしてそれらがどれ

だけ有効に機能しているのか検討を要する。  

   人口減少により、活動母体自体が高齢化し、人員

が少なくなっていく中、原材料の生産がどれくらい

可能なのか、企画・販売力があるのかを見極め、真

にすぐれた商品について県を挙げてマーケティング

を行い、販売促進を支援すべきである。  

   そのために、視察を行った「 g.i.Foods（ジ・フー

ズ）（名古屋市）」や県産品の販売・情報発信拠点で

ある「ＴＨＥ  ＧＩＦＴＳ  ＳＨＯＰ（岐阜市）」と

いった消費者に直接接する場の確保が重要である。  

   また、２０２０東京オリンピック・パラリンピッ

クを見据え、安全性に関する生産・製造工程を管理

するＧＡＰ（ Good Agricultural Practice）の認証

取得や、国内外の販路の更なる拡大に向けた取組み

を加速させる必要がある。  

 

  【調査事例】  

   ・愛知県名古屋市の産直市場「 g.i.Foods（ジ・フ

ーズ）」を視察。県産の農畜水産物を使用した６

次産業化商品の販路拡大、消費者ニーズの把握

や商品企画力の向上に取り組んでいる。  

 

   ・県産材の未利用材を活用に取り組む「ＭＦＰ合

同会社（中津川市）」を視察。丸太の中心部分は

建築材に、外側はチップにして製紙の原料に、

樹皮はボイラーの燃料にするなど、間伐材の安

定取引に取り組んでいる。  
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（２）職住共存の環境整備  

   先に述べたとおり、若者が県外へ転出する主な理

由として、職業上の理由が挙げられるように、働く

場の確保を通じた雇用の創出は、特に若者人口の流

出防止並びに流入促進及び定着のために不可欠であ

る。  

   雇用の創出にあたり、企業誘致は有効な手段であ

るが、一部の産業に偏った工場誘致は、急激な世界

経済の変動に伴う事業の縮小や撤退により、地域の

経済や雇用に直接的な影響を及ぼす恐れもあるため、

本社機能や研究開発部門の誘致など、多様で安定的

な働く場の確保を図る必要がある。  

   そこで、激化する地域間競争に勝ち抜くべく、国

の優遇措置との相乗効果を発揮するような誘致施策

を、市町村と連携を密にして積極的に展開していく

必要がある。また、本県の既存産業の発展に寄与し、

県内の中小企業及び大学等との連携促進にもつなげ

るなど、戦略的な産業集積を進めるべきである。  

   一方、人材不足が深刻化する中、企業誘致によっ

て既存産業の人材確保が脅かされるようなことがあ

っては本末転倒である。そこで、産学金官連携によ

る人材の確保、育成対策をより一層強化することが

不可欠である。  

   併せて、企業誘致に伴って、社員等の県内移住も

促進されるよう、市町村等と連携した、子どもを産

み育てやすい環境の充実など、都市部（東京都など）

では実現できない、本県ならではの職住近接の働き

方を提案していけるのではないだろうか。  

   地域に産業と人材を呼び込むべく、企業活動を行

う場としても、居住する場としても選ばれるよう、

本県のポテンシャルを最大限に活用し、地域が持続
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的に発展できるよう、未来に向けた職住共存の環境

づくりを進められたい。  

 

  【調査事例】  

   ・大阪市内から淡路島へ本社機能を移転した、国

内有数の高速攪拌機メーカーである「プライミ

クス株式会社」を視察。移転に伴い、本社で働

く社員の約４割も淡路島に移住し、職住共存の

新しい企業活動が企業発の地方創生の取組みと

して注目されている。  

 

   ・再掲未来型の働き方や過疎地におけるまちづく

りの先進事例として、徳島県名西郡神山町で活

動する「ＮＰＯ法人グリーンバレー」を視察。「創

造的過疎」と銘打ち、過疎化の現状を受け入れ

つつ、数ではなく内容を改善する取組みとして、

光ファイバー網が発展している徳島県の環境を

活かし、都市部（東京都など）にある企業のサ

テライトオフィスを誘致する活動などの「神山

プロジェクト」を展開している。  
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３ 資源を活かした地域づくり  

（１）地域資源の発掘・活用  

   近年、本県において、世界遺産の登録ラッシュと

もいうべき現象が起きている。このことは、先人が

伝統、文化、芸術及び自然などの地域資源を大切に

守り、育み、伝え、それらの価値を磨き上げてきた

結果であると考えられる。  

   超少子高齢化が進む中、先人から引き継いだ地域

資源の価値を最大限に活用していくためには、次代

を担う子どもや若者が、それらの重要性や貴重性な

どを認識する機会を拡充し、地域ぐるみで守り、育

て、発展させていく仕組みを構築する必要がある。  

   また、地域資源を活用した地域づくりが持続的に

行われるよう、クラウドファンディングによる、補

助金に頼らない資金調達や起業のノウハウの提供な

ど、自立的な地域づくりに向けた支援を行っていく

ことも重要である。  

   更に、国内の消費者及び観光客だけでなく、今後

ますます増加が見込まれる外国人観光客への訴求力

向上を図っていくために、様々な地域資源を掘り起

し、着地型観光のプログラムを企画、観光や産業の

核としてブランド化するなど、観光まちづくりに取

り組むことが大切であり、そうした取組みを行う民

間事業者の育成も欠かせない。  

   一方、地域（集落単位）の祭りや風習、伝統芸能

は今後一層「守り、伝える」という視点が重要であ

る。本年１月には、都道府県が無形民俗文化財に指

定した伝統行事で、継続的な実施ができなくなり休

廃止されたものが１，６５１件中６０件（２０県）

に及ぶとの報道があった。ここにも少子化による人
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口減少と地域の衰退に伴う担い手不足が影響してい

る。現在のところ、全体的な数としてはわずかでは

あるが、このことは本県においても他人事ではなく、

今後数年の間に急速に各地で問題となってくるので

はないか。  

   そのような中、来年度から県無形民俗文化財など

伝統文化・芸能を所管する部署が教育委員会から知

事部局に移管される予定である。これにより、地域

振興、観光振興及びまちづくり施策と、伝統文化・

芸能を守り、伝える取組み（担い手の確保とＰＲ）

が一体的に行われることで、これまで以上に効果的

に実施されることが期待できるものである。  

   昨年１２月の「山・鉾・屋台行事」ユネスコ無形

文化遺産登録に伴い、本県の登録・認定された世界

遺産は４種７件となっている。こうした世界に認め

られたものだけでなく、集落単位で長年培われてき

た伝統文化・芸能も、それぞれの関係団体等の意向

を確認しながら、守り、伝え、更には「広める（交

流する）」取組みも求められる。こうした取組みが集

落を支え、地方創生につながるものと考える。  

 

  【調査事例】  

   ・明知鉄道の企画列車を視察。沿線利用者が減少

する中、きのこ列車、じねんじょ列車及び寒天

列車など、季節限定のイベント料理列車を企画

し、好評を博している。  

 

   ・地域資源を活用した地域づくり及び人材育成な

どに取り組む「ＮＰＯ法人まちづくりＧＩＦＴ

（宮崎県宮崎市）」の関係者を参考人として招致。

「稼ぐ地域をつくる」をテーマに、地域ブラン

ド化支援事業などを全国各地で展開している。  
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（２）移住定住促進に向けた体制強化  

   従来、地方回帰の志向は、定年退職後のシニア世

代が主流であったが、過密化する都市部での暮らし

に閉塞感を感じ、豊かな自然の中で子育てしたいと

いう若年世代においても、地方回帰を志向する意識

が高まっていると言われている。  

   移住を希望する者が、まず、本県への移住につい

て具体的な関心を持ち、更には、実際に移住、定住

するに至るためには、東京、大阪、名古屋など都市

部に設置した窓口におけるきめ細かな情報提供と相

談対応はもちろんのこと、受入れ地域が、就業及び

起業の支援や子育て環境の充実など、ステージに応

じた、受入れ環境を更に充実させる必要がある。  

   また、市町村及び移住定住を支援する民間団体が、

地域の課題や情報を共有し、互いに学び合う体制を

整備することも重要であり、期待度が大きい。  

   少子高齢化が進展する中、平成２７年度の本県へ

の移住者数は前年比４４．４％増の１，１２９人と

集計を始めてからの６年間で最高となった。  

   移住を促進するためには、雇用の場を用意するこ

とも重要であるが、仕事（雇用ではない）を生み出

すことができる環境（インフラ）を整備することも

重要である。  

   行政が行うべきは、ＩＴ環境（最低限必要）、高速

道路や公共交通等とのアクセス（都市部とのつなが

りやすさの確保）や住宅の整備であり、そうした周

辺環境を整えた上で、都市部からの移住をＰＲすれ

ば移住者の増加だけでなく、若い世代の流出抑制に

もつながるのではないか。  
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  【調査事例】  

   ・移住者の受入れを実践する、郡上市交流・移住

推進協議会「ふるさと郡上会」及び「ＮＰＯ法

人奥矢作森林塾」の関係者を参考人として招致。

移住定住の促進にもつながる、里山と都市との

地域間交流事業などを展開している。  

 

   ・愛知県名古屋市の「清流の国ぎふ移住・交流セ

ンター」を視察。移住や就労に向けた相談に対

し、専門の相談員が対応している。  

 

   ・再掲未来型の働き方や過疎地におけるまちづく

りの先進事例として、徳島県名西郡神山町で活

動する「ＮＰＯ法人グリーンバレー」を視察。「創

造的過疎」と銘打ち、過疎化の現状を受け入れ

つつ、数ではなく内容を改善する取組みとして、

光ファイバー網が発展している徳島県の環境を

活かし、都市部（東京都など）にある企業のサ

テライトオフィスを誘致する活動などの「神山

プロジェクト」を展開している。  
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参  考 

 

【委員会の活動状況】  

 

１  委員会の開催  

 

◆平成２７年度  

開催時期  主な調査事項  

第１回  ５月  ８日  ○正副委員長互選  

第２回  ５月１２日  
○重点調査項目の決定  

○関係部局からの説明・質疑  等  

第３回  ７月  ８日  

○参考人意見聴取・協議  

・郡上市交流・移住推進協議会  

「ふるさと郡上会」  

・ＮＰＯ法人奥矢作森林塾  

第４回  １０月  ７日  ○関係部局からの説明・質疑  

第５回  １２月１８日  

○参考人意見聴取・協議  

・岐阜県立可児高等学校  

○関係部局からの説明・質疑  

第６回  ３月２３日  ○中間報告作成に係る協議  

 

◆平成２８年度  

開催時期  主な調査事項  

第７回  ５月１０日  ○副委員長互選  

第８回  ５月１２日  
○重点調査項目の決定  

○関係部局からの説明・質疑  等  

第９回  １２月１４日  
○参考人意見聴取・協議  

・ＮＰＯ法人まちづくりＧＩＦＴ  

第１０回  ３月１４日  ○提言作成に向けた協議  
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２  視察の実施  

 

 ◆平成２７年度  

視察区分  調査時期  調査項目  

県外視察  
１月２０日  

～２１日  

○先進地調査  

・柳谷自治公民館（鹿児島県）  

・霧島酒造株式会社（宮崎県）  

 

 ◆平成２８年度  

視察区分  調査時期  調査項目  

県外視察  ７月１２日  

○先進地調査  

・豊田市農ライフ創生センター  

（愛知県）  

○本県事業の実態調査  

・ジ・フーズ（同上）  

・清流の国ぎふ移住・交流センタ  

ー（同上）  

○関係部局からの説明・質疑  

県内視察  １０月１２日  

○県内の実態調査  

・ＭＦＰ合同会社（中津川市）  

・明知鉄道（恵那市）  

・恵南森林組合（同上）  

県外視察  
１１月１５日  

～１６日  

○先進地調査  

・ＮＰＯ法人グリーンバレー  

（徳島県）  

・プライミクス株式会社（兵庫県） 
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【地方創生対策特別委員会】  

  委  員  長     岩  井  豊太郎  （大垣市）  

  副委員長     森    正  弘  （海津市）  

  委     員     早  川  捷  也  （中津川市）  

  委     員     松  村  多美夫  （本巣市）  

  委     員     篠  田    徹  （瑞穂市）  

  委     員     山  本  勝  敏  （多治見市）  

  委     員     野  村  美  穂  （大垣市）  

  委     員     酒  向    薫  （関市）  

  委     員     高  殿    尚  （高山市）  

  委     員     牧  村  範  康  （揖斐郡）  

  委     員     広  瀬    修  （岐阜市）  

  委     員     伊  藤  英  生  （可児市）  

  委     員     澄  川  寿  之  （岐阜市）  

  委     員     恩  田  佳  幸  （山県市）  

 


